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知 識 情 報  

◆PCBの処理費は企業収益を圧迫する 

ＰＣＢは１９７２年に製造が中止された毒性の物質。その処理には日本環境安全事業

という政府系企業が独占的に扱っている。ＰＣＢは電気を通さないので変圧器など電

気の安定器に使われていた。その数はパナソニックやＮＴＴ、ＪＲ等多数存在。その

保管事業所数は１万ヶ所以上に及ぶ。ＰＣＢの処理は、高温のプラズマを使って無害

化する方法。その費用は従来の１６倍かかる工法を採用して、値上げを通告、波紋を

呼んでいる。企業側は従来の１６分の１しか予算を見ていないので、企業収益圧迫に

繫がる。国際会計基準ではＰＣＢの処理費用は、資産除去債務に相当し、処理費用を

債務計上しなければいけない。企業によっては従来より、１００億以上の追加負担と

なる。処理技術の開発を図り低額化すればビジネスチャンスである。 

◆パパイヤ鈴木のダイエット 

彼はデブタレントとの代名詞で１００キロを超えていた。短期間で３３キロのダイエ

ットを成功させている。著書（「デブでした」）がある。特徴的なのはその考え方を変

える、心の持ち方を変えることである。この心構えを変えるはビジネスや夢の実現等

あらゆることに通じる。その心構えとは①食べたいのにあえて食べないで頑張ってい

る自分に陶酔する・・・Ｍ心を持つ ②牛肉や甘いものを嫌いになる。あえて○○は

嫌いだと言ってみる ③腹６分目で止める。早食い、夜食をやめ固形物がなくなるま

で噛むよき習慣を心がける ④日常生活でちまちま歩く。少し空いた時間でストレッ

チを行う。階段を多く使う等のよき習慣を心がける ⑤ゆるーくやって結果を出す。 

⑥誰かと一緒にやる。肥満は健康に悪いに決っている。あらゆる望みを満たすために

は、健康が基本である。しかし人間はたった１つの欲望（たらふく食べたい）の為に、

いろいろなものを犠牲にしようとしている。食欲を超える望み、別のより強い欲望を

持てば効果的と指摘している。よく噛む、夜食はしない、よく歩く等は、歯磨きと同

じ感覚で習慣化させることと説いている。心の持ち方を変える、思考の転換は人生を

生きていく上で最も大事な幸せ獲得の近道。「心が変われば態度が変わる、態度が変

われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば人生が変わる」

という言葉がある。どんな人生になるかといえば幸せな人生になるのである・・・。 

◆いい所に目をつけた大京・オリックスの電力供給 

マンション向け電気を５％も安く供給可能に。電力料金は大口ほど安くなるのを利用

して、一括購入して各区分所有者に配電することで安くできる。大京はマンション供

給が過去最大だけに潜在客をもっている。 

 

◆判例紹介【廃棄物処理に要する費用が隠れた瑕疵に当たるとした事例】 

土地売買において多量の廃棄物による土壌汚染が判明したため、瑕疵担保特約に基づ

き契約を解除し、売買代金相当の金員の支払いを求めた事案。この事案について、地

中の廃棄物の存在は目的物の瑕疵とまではいえないものの、廃棄物処理に要する費用 

の高額化については、土地の実質的価値と売買代金の等価性を損なうものであり、民

法第５７０条の隠れたる瑕疵に当たるとして請求の一部を認容した事例。建築物のア

スベストに関する判例は散見されるが、土壌汚染対策法による特定有害物質ではない

アスベスト含有土地に関する判例は極めて珍しく、また、廃棄物処理費用の高額化に

ついて、瑕疵に当たるとした点は注目に値しよう（東京地裁：平成２０年９月）。 

◆判例紹介【暴力団事務所としての使用差止が認められた事例】 

暴力団組事務所として使用されている３棟の建物の近隣に居住ないしは勤務してい

る住民らが、人格権を侵害されていると主張して、各建物の暴力団組事務所等として

の使用差止等を求めた仮処分命令の申立てが、現に暴力団組事務所として使用されて

いる建物の５００ｍの範囲内の居住者等について容認された事例。不動産の取引にお

いては、契約の際に暴力団事務所が近隣に存在していること等の説明をしていない場

合、瑕疵担保責任や説明義務違反が問われることがあるので留意する必要がある。ま

た、暴力団を含む反社会的勢力の排除に関しては、契約書への暴力団排除条項の導入

の必要性も指摘されているところである（福岡地裁：平成２１年３月）。 

◆更新料の無効判決が３件目！【大阪高裁・平成２２年５月】 

住宅の賃貸借の更新料を巡る訴訟で、平成２１年９月京都地裁で２件の無効判決が出

され、控訴された。そのうち１件については、平成２２年２月に一審の判断を支持す

る大阪高裁判決が出され、現在、最高裁に上告中となっている。残る１件の控訴審判

決が、５月２７日大阪高裁より出された。京都市北区の賃貸マンションの家主が、更

新料を支払わない借主に１０６，０００円の支払を求めた訴訟で、「更新料は、賃貸

人や管理業者の利益確保を優先した不合理な制度で、消費者契約法により無効」とし

て、請求を棄却した一審の京都地裁判決を支持し、家主側の控訴を棄却した。高裁が

更新料を無効と判断したのは３件目となる。一方、有効とした判決も１件あり判断が

分かれている。今後の最高裁の判断が注目される。 

「 不 動 産 相 談 室 」              

宅建業法に関する相談（毎週、月、火、金曜日 １３：００～１６：００） 

相談応対は電話にて行います。電話による回答が難しい場合等は来所いただくことがあります。 

法律に関する相談（毎週木曜日 １３：００～１６：００） 
法律相談は面談とさせていただきます。予め電話にて予約を入れたうえで来所ください。 

電話番号 ０３（５９０９）１３７１（相談室専用電話） 


